
資料１

平成29年度
地方公共団体の財務状況把握等の結果について

財 務 省 理 財 局

平成30年６月22日
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１ 財務状況把握
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 財務状況把握は、財政融資の償還確実性を確認する観点から、地方公共団体の財務状況(債務
償還能力と資金繰り状況)を把握するものであり、また、結果概要（診断表）の交付により、地方公
共団体に対する財務健全化に関するアドバイス(情報提供等)や財務状況悪化に対する事前警鐘
の役割も担っている。

○財務局・財務事務所等における財務状況把握の流れ

（注） ４指標とは、行政キャッシュフロー計算書に基づきストック面を重視して算出した「債務償還可能年数」、「実質債務月収倍率」、
「積立金等月収倍率」及び「行政経常収支率」の４つの財務指標のことをいう。
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ⅰ．財務状況把握の充実

これまでの取組みにより、地方公共団体（市町村向け）の財務状況把握は、制度的に定着してきている
が、財政融資資金の償還確実性を確保する観点から、以下のとおり、さらなる財務状況把握の充実を図
る必要がある。
① モニタリングの充実

団体の財務状況の的確な把握のため、引き続き、経年比較による財務指標や計数の分析・検証の
充実を図る。

② ヒアリングの有効活用

団体の財務健全化の取組事例を収集し、収集事例を他の団体へ紹介するなどにより、アドバイス機
能の発揮を図る。

③ 診断表の内容の改善

アドバイス機能の向上を図り、また、団体による有効活用（診断結果のＨＰ・広報誌掲載や議会説明
など）を促すため、引き続き、内容の改善や説明の充実（類似団体との比較など）を図る。

④ 都道府県向けヒアリング
平成26 年度以降、ヒアリング実績を積み重ね、財務状況把握の枠組みの構築を図る。

ⅱ．財務状況把握の活用

財務局等においては、診断表の交付などの地方公共団体と接するあらゆる機会を活用し、各団体にお
ける財務状況把握の活用の促進に努める。

地方公共団体の財政に関心を有する者に対して、様々な機会を捉えて分析手法の説明等を行い、そ
の周知を図る。

また、財務状況把握の結果を財政融資資金の融資審査に効果的に活用するなど、財務局等における
地方公共団体向け融資実務のＰＤＣＡサイクルに、より的確に位置づける必要がある。

財政投融資を巡る課題と今後の在り方について （抄）
（平成26年６月17日 財政制度等審議会財政投融資分科会）
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 平成24～28年度の５ヵ年で全市区町村を概ね一巡。平成29年度から、団体の財務状況に応じて

ヒアリング頻度を変更（※）するメリハリ付けを開始。全市区町村1,741団体のうち277団体に対し

てヒアリングを実施。

※平成29年度は、財務指標が下位30％となる団体（400団体程度）の４分の１と、他の団体（1,300団体程度）

の８分の１をヒアリング実施団体として選定した。

 引き続き、団体の財務状況について、①「債務高水準」、②「積立低水準」及び③「収支低水準」

の診断基準への該当状況を確認。また、今回から新たに診断表に類似団体比較を追加する等、

内容を充実。

平成29年度財務状況ヒアリング結果の概要①

年度
ヒアリング
団体数

財務上の問題に該当 財務上の問題に
該当していない団体

債務高水準 積立低水準 収支低水準

29 277 55 8 46 35 222

28 333 43 10 32 26 290

○ヒアリング実施団体における財務上の問題への該当状況 （単位：団体）

※１ 複数の財務上の問題に該当する団体があることから、計において一致しない。
※2 平成28年度は、平成24年度から５ヵ年で全市区町村をヒアリングする取組の最終年度。平成29年度から、団体の財務状況

に応じてヒアリング頻度を変更しており、比較はできない。

（※１）

（※１）

（参考）

【市区町村】
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平成29年度財務状況ヒアリング結果の概要②

財務上の問題 要因

①債務高水準

 産業系施設等の整備のために地方債を発行したことや、土地開発公社の保有土地処分
が計画どおり進まなかったことにより、多額の負担見込額を計上。

［事例］
 道の駅や観光施設等の整備のために地方債を発行。
 土地開発公社は経営健全化のため、保有土地処分を計画的に進めることとしているが、実態

として、保有する事業用地について事業着手の目途が立っておらず、処分が進んでいない。

②積立低水準

 過去の施設整備や収支不足による基金の取崩しにより、積立金等が減少

［事例］

過去にこども園の施設整備や公共施設の老朽化対策のために、基金の取崩しを行ったほか、
近年では、扶助費の増加等により収支状況が悪化し、収支不足を補填するために基金を取崩し。

③収支低水準

 子ども医療費助成の対象年齢の拡大による扶助費の増加 等

［事例］
 団体独自の施策として、子ども医療費助成の支給対象年齢を拡大（「中学生まで」から「高校生

まで」に拡大）やがん検診の無料化の実施。

○財務上の問題に該当した要因

【都道府県】

 平成26～28年度で47都道府県を一巡。平成29年度は９団体と意見交換を実施。「財務状況把握の
結果概要（参考情報）」を手交。類似団体との比較分析が有用であるとのコメントの他、公共施設の
在り方等について意見交換。

 ①「債務高水準」、②「積立低水準」及び③「収支低水準」の３つの類型ごとに、財務上の問題に該当

した団体について、その要因を把握したところ、以下のような事例が認められた。
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財務指標等の推移（市区町村）

年度 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

債務償還可能年数（年） 9.0 7.5 9.1 8.1 8.1 8.7 7.7 7.7 7.0 7.9

実質債務月収倍率（月） 16.2 15.1 14.3 13.7 12.8 12.4 11.7 11.4 10.8 10.8

積立金等月収倍率（月） 3.1 3.3 3.1 3.4 3.6 4.2 4.3 4.3 4.4 4.3

行政経常収支率（％） 15.1 16.7 13.1 14.0 13.3 11.8 12.5 12.2 12.8 11.4

○財務指標の推移

【行政経常収入の推移】
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【行政経常支出の推移】
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財務状況把握を通じた財務局の地域での機能向上・発揮の取組

• 九州財務局では、診断表を交付したところ、団体の首長から類似団体との比較分析が分かりやすいとの評価を受けた。首長に診断
表の活用を促したところ、首長から、当該団体の地方議員に対し第三者（財務局）の立場から団体の財務状況を説明すれば、職員か
ら説明するより納得感が得られるのではないかとの要望を受け、議員説明会を開催。【8ページに詳細を掲載】

• 理財局・東北財務局では、団体の総合計画の策定に際して開催された住民説明会等において、財務状況把握の結果概要（診断表）
を説明。住民が団体の財務状況や将来見通しを踏まえた上で、今後の総合計画に掲げる施策について議論することにより、より実効
性のある総合計画となることを期待。【9ページに詳細を掲載】

• 東海財務局では、団体の抱える課題を反映した診断表を交付したところ、団体の首長等（3団体）から、職員に対しても診断表を活用
して団体の財務状況を説明してほしいとの要望を受け、団体職員向けの説明会を開催。団体職員からは「現在の財政状況や行財政
の課題が分かり、今後の業務の参考になった」とのコメントあり。

• 四国財務局では、今後庁舎の建替え等で借入の増加が見込まれる団体や収支計画を見直していない団体に対して、中長期的な資
金需要額の把握の必要性について説明するとともに収支計画の策定を慫慂。

• 関東財務局では、各団体の地方版総合戦略を把握するほか、各地域の会議に参加することで、課題やニーズを把握。財務状況把
握時等の機会を捉え、課題等に活用可能な財投施策の説明や財投機関と連携したセミナーを開催。

• 北陸財務局では、財務状況把握等を通じて過疎化が進む団体の課題（公共施設の更新投資等）を把握。団体の課題解消に向けて
財投機関を紹介する等、側面的に支援。

 「①財務状況把握の活用促進」の他、財務状況把握を通じて、「②ヒアリング等を通じたアドバイス機能の
発揮」、「③財投施策の周知等による市区町村の側面的支援」を行い、財務局の地域での機能向上・発揮
に取り組んでいる（以下、主な事例）。

①財務状況把握の活用促進

②ヒアリング等を通じたアドバイス機能の発揮

③財投施策の周知等による市区町村の側面的支援
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財務状況把握の活用の促進①～九州財務局～

取組の背景

 町議会議員12名、町長他町職員に対し、九州局から診断表の内容を
説明。その後、意見交換を実施。

 議員からの主なコメント

 また、町長から「町の財政状況を深く知ってほしい議員に良い機会を
提供できた。今後も機会があれば、こうした取組を続けていきたい」と
のコメントあり。

 類似団体比較など診断表の充実が団体から評価され、この取組に繋
がったものと思料。引き続き、診断表の内容の充実を図る。

 南関町に対しては、説明会での意見も踏まえ、引き続き、九州局が町
の財務状況に対するアドバイスを実施。

 診断表を交付したところ、町長から「借入金の状況から
みた財務分析や、全国・類似団体との比較分析は分か
りやすい」との評価。

 近々、町議会議員選挙があることを踏まえ、九州局か
ら町に対し「新選出議員に今回の財務状況把握の結果
を説明する機会を設け、財政に関し理解を深めていた
だいたらどうか」と提案したところ、町長から「第三者（財
務局）の立場から、財務状況を説明すれば、町職員か
ら説明するより納得感が得られるのではないか」と町の
同意が得られ、議員説明会を開催することとなったもの。

（参考）
・10月27日 財務状況ヒアリング実施
・ 1月19日 南関町長に診断表交付
・ 4月19日 議員説明会の開催

取組の経緯（九州財務局からの提案）

 南関町は、熊本県の北西にある山々に囲まれた県境
の町。人口約1万人。全国・熊本県平均と比較して、老
年人口の割合は高い。

 町の財務状況は、現状、財務上の問題はないものの、
人口一人当たりの扶助費や介護保険事業特別会計等
への繰出金は類似団体と比較すると高い水準。

 町が積極的に支援する「バンブーフロンティア構想」（荒
廃林の竹を建材やバイオマス発電に活用する事業）は、
地域活性化や自然環境保全の観点から、全国から注
目される取組。

• 類似団体等との比較分析から町の財務状
況が安心できる状況にないことが分かった。

• 扶助費等の中には介護老人関係の経費
も多い。他団体の介護予防事業等の取組
は効果が現れているのか。良い事例があ
れば教えてほしい。

［九州局の主な説明内容］
・現状、財務上の問題はないものの、類似団体等と比較すると
財務指標の多くは劣位にある。
・高齢化の進行により、扶助費や介護保険事業特別会計等の
繰出金は、今後も高水準となる見込み。 介護予防事業の充実
等の取組に期待。

（⇒扶助費等の抑制にもつながる取組として、大分県では要支援者・介
護者に対する自立支援型ケアマネジメントを推進していると承知。
この他にも良い事例を整理の上、情報提供したい。［九州局回答］）

地方議員一同に対する診断表の説明として初の事例

取組の内容、成果（議員説明会）

今後の展開
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財務状況把握の活用の促進②～理財局・東北財務局～

取組の背景 取組の内容、成果（住民説明会・職員説明会）

 町主催による住民説明会の当日の流れは以下のとおり。
参加者は住民23名（公募）、町職員4名、当局4名の計31名。

 議論の模様

今後の展開

 診断表において、「（総合計画等の長期計画を検討す
る際は）財政に与える影響を確認する観点から長期的
収支見通しを考慮した財政運営にも留意する必要が
ある」旨を記載。

 当局から町に対し「診断表を活用して町の財務状況等
を住民に説明した上で、今後の総合計画を議論すれ
ば、より実効性のある計画となるのではないか」と提案
したところ、町の同意が得られ、当局も住民説明会に
参加することとなったもの。

（参考）
・12月1日 財務状況ヒアリング実施
・4月24日 矢巾町長に診断表交付
・5月28日 住民説明会の開催

取組の経緯（理財局・東北財務局からの提案）

 矢巾町は、岩手県内のほぼ中央に位置する田園都市。
人口約2.7万人。近年、盛岡市南部に位置するベッドタ
ウンとして開発が進む。全国・岩手県平均と比較して、
年少・生産年齢人口の割合は高く、老年人口の割合は
低い。

 町の水道事業等における課題解決において、高知工科
大・大阪大と協働したフューチャーデザインの手法を用
いた住民参加型ワークショップを開催するなど重層的な
住民参加の取組を展開。

 平成30年度は、町の総合計画（後期計画）の策定に着
手する時期に該当。町は、住民から計画に掲げるべき
重点課題等の意見を聞くため、住民説明会の開催を検
討。

① 当局からの説明
・矢巾町の財務状況（現状、財務上の問題はないが、財務指標は
総じて悪化傾向）

・我が国の経済・財政等の長期的な見通し（少子高齢化・人口減少、
社会保障関係費の増大等）

② 町から総合計画の考え方等について説明。
③ 住民5～6名、町職員1名、当局職員1名を1グループとして4グルー

プを作り、2回に分けて後期計画に掲げる政策課題について議論。
1回目は通常の意見交換とし、2回目は2048年の人間（仮想将来
世代）になったつもりで議論。

 本取組を各財務局で共有して横展開を図る。

 矢巾町に対しては、後期計画の策定に向けて、引き続き地元財務事
務所が協力していく方向で側面的支援を実施。

• 1回目の議論では、町営バス継続や子育
て施設の充実等、身近な要望が多かった。

• 2回目の仮想将来世代による議論では、
「30年前にあれをしておけば良かったな」
という視点から、若者にとって魅力的な職
場づくりや世代を超えた交流の機会の創
出や、将来のために今から税を上げて
プールするなど、様々な意見が交わされた。

• 職員説明会では、最近の町財政の悪化の
傾向を踏まえた質疑あり。

住民に対する診断表の説明として初の事例

平成30年６月１日
盛岡タイムス（第６面）
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 2016年度決算に基づき財務指標を算出したところ、指標はいずれも診断基準に該当していないことか
ら、少なくとも現在のところは、「財務上の問題」はないと考えられます。

 但し、類似団体平均と比較すると、指標は行政経常収支率を除いて劣位しています（2016年度決算）。
 また、指標は総じて年々悪化傾向にあります。

（年度）

【債務償還可能年数】
（ローンを返済するのに何年かかるか）

【実質債務月収倍率】
（ローンが給与の何倍か）

【積立金等月収倍率】
（預貯金が給与の何倍か）

悪い
（月）

（年度）

（月）

（年度）

【行政経常収支率】
（ローンの返済に回せるお金はどれくらいか）

（％）

（年度）

（年）

良い
良い

悪い

良い

悪い

良い

悪い

4.1 4.3 
4.1 

4.7 4.9 
5.5 5.4 

4.7 
4.4 4.1 

4.8 5.3 
5.9 6.1 6.2 

5.5 5.5 

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

矢巾町 類似団体平均

15.9 

14.0 13.4 

15.0 

14.1 

15.6 16.6 17.5 17.1 
16.3 

9.8 8.7 8.6 8.1 8.1 8.0 8.4 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

矢巾町 類似団体平均

6.2 5.2 5.9 6.2 6.6 
7.9 

11.8 

14.1 15.6 

12.3 

6.0 7.0 
7.9 7.2 8.4 7.8 

9.9 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

矢巾町 類似団体平均

21.5 22.6 

18.8 

20.1 
17.8 

16.5 

11.6 10.3 
9.1 

11.0 
15.1 

13.7 12.3 
12.3 10.9 10.8 

8.6 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

矢巾町 類似団体平均

（参考） 岩手県矢巾町住民説明会（30年5月28日）財務省・東北財務局盛岡財務事務所説明資料（抜粋）①
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行政経常収支率の動向について（扶助費・物件費）

［扶助費］
扶助費（社会福祉費、児童福祉費など）については、今

後、高齢化率の上昇に伴い、扶助費の増加が見込ま
れるため、行政経常収支への影響について留意する
必要があると考えられます。

（年度）

（億円）

 矢巾町の財政の特徴としては、行政経常収支率が低下傾向にあることが挙げられます。
 この要因としては、社会福祉、児童福祉の充実・強化の支援を積極的に進めていることによるもの

（扶助費の増加）、業務維持管理運営委託等の委託料によるもの（物件費の増加）が考えられます。

［物件費］
物件費の増は、矢幅駅前地区整備（町の複合施設「や

はぱーく」）の業務維持管理運営委託等の委託料が増
加したことによるものです。

今後の物件費の水準については、町の中長期の財政
の在り方を検討するなかで、慎重な検討が必要である
と考えられます。

（年度）

（億円）

10.7 11.1 11.2 

14.5 15.0 14.7 
16.0 

17.5 

19.3 
20.4 

3.2 3.8 4.0 4.3 4.3 4.5 5.1 5.8 6.1 
6.8 7.3 7.1 7.0 

10.0 10.5 9.9 10.6 
11.5 

13.0 13.3 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

扶助費

うち社会福祉費

うち児童福祉費

10.0 9.7 

11.1 10.7 

16.5 

12.4 

14.7 

12.9 
13.4 

14.2 

0.6

2.6

4.6

6.6

8.6

10.6

12.6

14.6

16.6

18.6

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

物件費

（参考） 岩手県矢巾町住民説明会（30年5月28日）財務省・東北財務局盛岡財務事務所説明資料（抜粋）②
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２ 補償金免除繰上償還に係る財政健全化計画等の
フォローアップ結果
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【平成１９～２４年度 補償金免除繰上償還実施額等】
○ 団体数 ： １，５９１団体
○ 繰上償還額 ：３兆８，２８３億円
○ 補償金免除相当額 ： ８，９２３億円

【平成２２～２４年度の臨時特例措置】
○ 団体数 ： ６４３団体
○ 繰上償還額 ：５，９６３億円
○ 補償金免除相当額：１，３５１億円

【平成１９～２１年度の臨時特例措置】
○ 団体数 ： １，５００団体
○ 繰上償還額 ：３兆２，３２０億円
○ 補償金免除相当額： ７，５７１億円

（注）平成22年度に金利6.3％以上、平成23年度に金利6％以上、
平成24年度に金利5％以上の補償金免除繰上償還を実施。

（注）団体数は重複除く

（注）平成19年度に金利7％以上、平成20年度に金利6％以上、
平成21年度に金利5％以上の補償金免除繰上償還を実施。

【財政健全化計画等（５年間）のフォローアップの概要】

地方向け財政融資資金の補償金免除繰上償還の実施結果

１９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度

度

〔 今回のフォローアップ〕

２８年度実績に基づき

２９年度にフォローアップ

（注）毎年度、前年度実績に基づきフォローアップを実施
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○ 補償金免除繰上償還と財政健全化計画等
地方公共団体に係る旧資金運用部資金の補償金免除繰上償還については、地方公共団体が策定した５年間の財政健全化計画

等の承認を条件として平成１９～２４年度に実施した。財政健全化計画等については、毎年度、前年度実績に基づきフォロー
アップを実施しており、計画最終年度において計画目標未達成となった地方公共団体については、原則、３年間の貸付制限を
行う。

○ 財政健全化計画等のフォローアップ
財政健全化計画等において目標値を定めている「地方債現在高（公営企業債現在高）」、「実質公債費比率又は累積欠損金比率」、

「改善効果額」について、その進捗状況を確認している。（実質公債費比率は普通会計、累積欠損金比率は公営企業会計のみの確認
項目。）

○ 平成２９年度フォローアップ結果

平成２９年度補償金免除繰上償還に係る財政健全化計画等のフォローアップ結果

    　　　

a 64 計画 （ 45.1 ％ ）

c 78 計画 （ 54.9 ％ ）

d 0 計画 （ 0.0 ％ ）

e 0 計画 （ 0.0 ％ ）

f 0 計画 （ 0.0 ％ ）

g 0 計画 （ 0.0 ％ ） 健全化施策を誠実に実施していない

　　（注２）「ｂ」は、計画最終年度までに達成が見込まれる場合の区分であり該当がないことから表記していない

　　（注１）財政健全化計画等は会計毎に策定

やむを得ない事情（計画外の臨時財政対策債の発行、耐震化事業等緊急性の
高い事業の実施等）による影響を除けば、計画目標値達成

計画目標値達成

計画目標値未達成であるが、計画前年度等より改善

やむを得ない事情による影響を除けば、計画前年度等より改善

健全化施策は誠実に実施したが、予定していた効果が見込まれない等により
計画前年度等より悪化

［　　125 団体　　］
　　142 計画

目標未達

だが改善

目標達成

計画前

より悪化
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平成22～24年度の臨時特例措置

補償金免除繰上償還に係る財政健全化計画等のフォローアップ結果（計画最終年度時）

（参考）平成19～21年度の臨時特例措置

a ： 計画目標値達成

c ： やむを得ない事情（計画外の臨時財政対策債の発行、耐震化事業等緊急性の高い事業の実施等）による影響を除けば、計画目標値達成

d ： 計画目標値未達成であるが、計画前年度等より改善

e ： やむを得ない事情による影響を除けば、計画前年度等より改善

f ： 健全化施策は誠実に実施したが、予定していた効果が見込まれない等により計画前年度等より悪化

g ： 健全化施策を誠実に実施していない

（注１）団体数は重複除く

（注２）「ｂ」は、計画最終年度までに達成が見込まれる場合の区分であり該当がないことから表記していない

    　　　　  

a 1,280 計画 （ 34.8 ％ ）

c 2,398 計画 （ 65.1 ％ ）

d 4 計画 （ 0.1 ％ ）

e 0 計画 （ 0.0 ％ ）

f 1 計画 （ 0.0 ％ ）

g 0 計画 （ 0.0 ％ ）

［　1,438 団体　］

3,683 計画
    　　　　  

a 549 計画 （ 54.7 ％ ）

c 455 計画 （ 45.3 ％ ）

d 0 計画 （ 0.0 ％ ）

e 0 計画 （ 0.0 ％ ）

f 0 計画 （ 0.0 ％ ）

g 0 計画 （ 0.0 ％ ）

  ［  　638 団体  　］

1,004 計画

目標未達

だが改善

目標達成

計画前

より悪化

― 15 ―

―  ―0123456789



３ 参考資料
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償還確実性と財務上の問題の関係及び財務状況把握の４つの財務指標

 地方公共団体の決算統計を利用して作成する行政キャッシュフロー計算書に基づき、ストック面を重視した以下の財務指標を算
出し、財務状況把握を実施。

指標名 計算式 視点 意義 備考（家計に例えると）

①債務償還可能年数 実質債務／行政経常収支 債務償還能力
１年間で生み出される償還原資の
何倍の債務を抱えているかを確認

ローンの返済に何年かかるか

②実質債務月収倍率 実質債務／（行政経常収入／12） 債務の大きさ
１月当たりの収入の何ヶ月分の債
務があるかを確認

ローンの返済が給与の何ヶ月
分あるか

③積立金等月収倍率 積立金等／（行政経常収入／12） 資金繰り余力
１月当たりの収入の何ヶ月分の積
立金があるかを確認

預貯金が給与の何ヶ月分ある
か

④行政経常収支率 行政経常収支／行政経常収入
償還原資

経常的な収支
1年間の収入からどの程度の償還
原資を生み出しているかを確認

ローンの返済に回せるお金は
給与のうちどのくらいか

最終目的

視点

財務上の問題

診断基準
（市区町村）

財務指標

　　　　　 （債務系統） （収支系統）                  （積立系統）

債務償還可能年数

償還確実性

債務償還能力 資金繰り状況

実質債務月収倍率 行政経常収支率 積立金等月収倍率

債務高水準

①実質債務月収倍率が２４ヶ月以上

②実質債務月収倍率が１８ヶ月以上、

かつ、債務償還可能年数が１５年以上

収支低水準

①行政経常収支率が０％以下

②行政経常収支率が１０％未満、

かつ、債務償還可能年数が１５年以上

積立低水準

①積立金等月収倍率が１ヶ月未満

②積立金等月収倍率が３ヶ月未満、

かつ、行政経常収支率が１０％未満
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全市区町村の行政キャッシュフロー計算書の概要

 行政キャッシュフロー計算書は、現金預金の流れを「行政活動の部」、「投資活動の部」及び「財務活動の部」に区分。
 平成28年度の全市区町村合計の行政キャッシュフロー計算書の特徴は以下のとおり。

- 地方交付税の減少等により行政経常収入が減少し、扶助費の増加等により行政経常支出が増加したことから、
行政経常収支は減少。

- 積立金等は減少したものの、地方債現在高や有利子負債相当額が減少したことにより、実質債務は減少。
■行政活動の部■

H27 H28 増減

行政経常収入 452,566 451,010 ▲1,556
地方税 189,560 191,407 1,848

地方交付税 95,413 91,768 ▲3,645

国（県）支出金等 106,224 109,977 3,754

その他 61,370 57,857 ▲3,513

行政経常支出 394,385 399,461 5,076

人件費 83,018 81,940 ▲1,078

扶助費 122,693 129,175 6,482

補助費等 50,841 50,452 ▲388

繰出金（建設費以外） 52,337 51,160 ▲1,178

その他 85,496 86,734 1,238

行政経常収支 58,181 51,549 ▲6,632

行政特別収入 6,152 6,370 218

行政特別支出 2,735 2,986 251

行政収支 61,598 54,933 ▲6,665

■投資活動の部■

H27 H28 増減

投資収入 48,391 46,272 ▲2,119

国（県）支出金 20,159 18,743 ▲1,416

貸付金回収 13,184 12,567 ▲617

基金取崩 11,110 10,455 ▲655

その他 3,937 4,507 570

投資支出 105,568 101,539 ▲4,029

普通建設事業費 77,032 75,053 ▲1,980

貸付金 13,041 12,266 ▲774

基金積立 12,050 10,995 ▲1,054

その他 3,445 3,225 ▲220

投資収支 ▲57,177 ▲55,267 1,910

■財務活動の部■ 単位：億円

H27 H28 増減

財務収入 50,512 47,708 ▲2,804
地方債 50,512 47,708 ▲2,804
(建設債等) 32,048 31,918 ▲130
(臨財債等) 18,464 15,790 ▲2,674

財務支出 49,563 49,756 192
元金償還額 49,561 49,753 192
(建設債等) 37,199 36,347 ▲852
(臨財債等) 12,362 13,406 1,045
前年度繰上充用金 2 3 0

財務収支 949 ▲2,048 ▲2,996
収支合計 5,370 ▲2,382 ▲7,751

■残高■

H27 H28 増減

実質債務 410,450 408,089 ▲2,362
地方債現在高 555,537 553,559 ▲1,978
(臨財債等) 210,375 212,746 2,371

有利子負債相当額 21,161 19,294 ▲1,867
積立金等 166,248 164,765 ▲1,483

※実質債務＝地方債現在高＋有利子負債相当額－積立金等

※計数は決算統計を基礎としている。

※各欄は単位未満四捨五入のため、合計において合致しない場合がある。

年度（決算年度） 24 25 26 27 28

①債務償還可能年数（年） 8.7 7.7 7.7 7.0 7.9

②実質債務月収倍率（月） 12.4 11.7 11.4 10.8 10.8

③積立金等月収倍率（月） 4.2 4.3 4.3 4.4 4.3

④行政経常収支率（％） 11.8 12.5 12.2 12.8 11.4

○ 財務状況把握における４つの財務指標の推移（全市区町村）
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全都道府県の行政キャッシュフロー計算書の概要

 平成28年度の全都道府県合計の行政キャッシュフロー計算書の特徴は以下のとおり。
- 地方交付税の増加等により行政経常収入が増加し、補助費等の減少等により行政経常支出が減少したことから、

行政経常収支は増加。
- 地方債現在高が減少したほか、積立金等が増加したこと等により、実質債務は減少。

■行政活動の部■

H27 H28 増減

行政経常収入 362,320 362,873 554

地方税 201,426 202,516 1,091

地方交付税 88,457 90,500 2,043

国庫支出金等 34,727 34,842 115

その他 37,710 35,015 ▲2,695

行政経常支出 320,476 317,100 ▲3,377

人件費 136,880 137,198 319

扶助費 10,552 10,823 271

補助費等 139,541 136,693 ▲2,848

繰出金（建設費以外） 1,260 1,067 ▲193

その他 32,244 31,318 ▲926

行政経常収支 41,843 45,774 3,930

行政特別収入 7,336 7,932 596

行政特別支出 4,871 5,419 548

行政収支 44,309 48,287 3,978

■財務活動の部■ 単位：億円

H27 H28 増減

財務収入 55,281 55,261 ▲20

地方債 55,281 55,261 ▲20

（建設債等) 28,551 32,338 3,787

（臨財債等) 26,730 22,923 ▲3,807

財務支出 61,101 59,295 ▲1,806

元金償還額 61,101 59,295 ▲1,806

（建設債等) 46,569 43,691 ▲2,878

（臨財債等) 14,532 15,604 1,072

財務収支 ▲5,820 ▲4,035 1,786

収支合計 ▲613 ▲688 ▲75

■残高■

H27 H28 増減

実質債務 811,880 804,898 ▲6,982

地方債現在高 890,207 886,255 ▲3,952

(臨財債等) 341,758 349,027 7,269

有利子負債相当額 13,574 12,475 ▲1,099

積立金等 91,901 93,832 1,931

※実質債務＝地方債現在高＋有利子負債相当額－積立金等

※計数は決算統計を基礎としている。

※各欄は単位未満四捨五入のため、合計において合致しない場合がある。

■投資活動の部■

H27 H28 増減

投資収入 79,010 73,546 ▲5,464

国庫支出金 24,587 26,129 1,542

貸付金回収 36,863 33,264 ▲3,599

基金取崩 15,039 11,565 ▲3,473

その他 2,522 2,588 66

投資支出 118,112 118,487 374

普通建設事業費 67,794 71,504 3,710

貸付金 33,413 31,688 ▲1,725

基金積立 15,473 14,164 ▲1,309

その他 1,432 1,131 ▲302

投資収支 ▲39,102 ▲44,940 ▲5,838

○ 財務状況把握における４つの財務指標の推移（全都道府県）

年度（決算年度） 24 25 26 27 28

①債務償還可能年数（年） 50.1 26.5 22.8 19.4 17.5

②実質債務月収倍率（月） 30.7 29.7 28.7 26.8 26.6

③積立金等月収倍率（月） 3.3 3.3 3.2 3.0 3.1

④行政経常収支率（％） 5.1 9.3 10.4 11.5 12.6
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地方公共団体における財務健全化の取組事例

財務健全化に向けた取組事例

①収入増加  地方税収入増加のため、県税事務所OBを嘱託職員として採用しているほか、他団体との連
携を図り、滞納者に対して督促及び滞納処分を行っている事例。

 地方税収入増加のため、コンビニ収納や「ペイジー」を利用した納税環境の整備を行っている
事例。

 収入増加のため、公共施設のネーミングライツ（命名権）を導入している事例。

 収入増加のため、未利用地の売却や広報誌への広告掲載を行っている事例。

 事業実施の財源を確保するため、クラウドファンディングを活用している事例。

 収入増加のため、遊休地を駐車場運営会社に貸し付けている事例。

②支出削減  団体が設置している防犯灯をLED化し、経費を削減している事例。

 電算システムを他団体と共同利用のクラウド化することで電算経費を削減している事例。

 近隣団体とともに電力の共同調達を行い、経費を削減している事例。

 庁舎に太陽光発電を設置し、経費を削減している事例。

 公共施設（老人ホーム、保育園）を民営化することで、経費を削減している事例。

 平成２９年度のヒアリングを通じて、以下のとおり、地方公共団体において財務健全化
に取り組んでいる事例がみられた。今後、他団体への紹介を実施。
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普通会計 公営企業 普通会計 公営企業 普通会計 公営企業

実質公債費比率
　　１８％以上　等

資本費１．２倍以上　等
実質公債費比率
　　１８％以上　等

資本費１．２倍以上　等

実質公債費比率
　　１５％以上　等

資本費１．０倍以上　等
実質公債費比率
　　１５％以上　等

資本費１．０倍以上　等

経常収支比率
　　８５％以上　等

実質公債費比率１５％以上
　かつ
経常収支比率８５％以上　等

経常収支比率
　　８５％以上　等

実質公債費比率１５％以上
　かつ
経常収支比率８５％以上　等

　　　　　　　

資金 金利

（対象外）

旧資金運用部資金
（注）

（平成４年５月３１日以前の貸付）

旧簡易生命保険資金
（注）

（平成４年５月３１日以前の貸付）

４％以上

５％以上

６％以上

７％以上

対象要件

442億円

（対象外）

 東日本大震災特別財政
援助法が定める、特定被
災地方公共団体に指定され
ていること

（対象金利４％以上）

１９～２１年度 ２２～２４年度 ２５年度

旧公営企業金融公庫資金

（平成５年８月３１日以前の貸付）

繰上償還額

補償金免除
相当額

繰上償還額

補償金免除
相当額

政
府
資
金

繰上償還額

補償金免除
相当額

（注）財政力指数１未満の団体のみが対象

2,124億円 570億円 266億円

3兆2,320億円 5,963億円

7,571億円 1,351億円

4,994億円 2,000億円

1,100億円

1兆2,750億円 2,932億円 1,627億円

公的資金の補償金免除繰上償還の実績
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上下水道コンセッション推進のための補償金免除繰上償還

趣旨

「未来投資戦略2017」（平成29年6月9日閣議決定）等に基づき、地方公共団体による上下水道事業への公共施設等
運営権方式（コンセッション）の導入を促進する観点から、PFI法を改正し、当該事業に有する債務を運営権対価で
繰上償還する際に、時限措置として、特例的に補償金の免除を行うことで、今後の横展開の呼び水となる先駆的取組
を支援する。

対象事業

「先駆的取組」として、運営権者が事業期間中の更新投資に責任を持ち、事業開始時に運営権対価を一括払いする
コンセッションであって、厳しい経営環境にあり、自助努力を行っている地方公共団体の上下水道事業

 平成30年度から平成33年度までの4年間に実施方針条例を制定（議会で議決）。
 平成30年度から平成35年度までの間に実施された繰上償還。
（注）平成29年度において既に条例を定めている場合は、平成30年度から平成32年度までの間に事業を

開始した場合も対象。
 平成31年度までに実施方針条例を制定した場合は対象債権の全額、平成32年度及び平成33年度に実施方針条例

を制定した場合は対象債権の2分の1を上限として、繰上償還を認める。

対象期間

平成29年12月20日
財投分科会資料

対象債権

 金利３％以上の財政融資（旧資金運用部）資金が引き受けているもの。
 一括払いで受け取る運営権対価の額を、補償金免除繰上償還の上限とする。

（※）補償金免除に要する額については、その財源として、地方公共団体金融機構の管理勘定の公庫債権金利
変動準備金を活用。
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1.趣旨

「未来投資戦略2017」（平成29年6月9日閣議決定）等に基づき、地方公共団体に

よる上下水道事業への公共施設等運営権方式（コンセッション）の導入を促進す
る観点から、PFI法を改正し、当該事業に有する債務を運営権対価で繰上償還す
る際に、時限措置として、特例的に補償金の免除を行うことで、今後の横展開の
呼び水となる先駆的取組を支援する。

2.支援対象事業

「先駆的取組」として、運営権者が
①事業期間中の更新投資に責任を持ち、
②事業開始時に運営権対価（注１）を一括払い（注２）するコンセッションであって、
③以下（イ）又は（ロ）のいずれか、及び（ハ）の要件を満たす上下水道事業
（イ）人口減少：「将来推計人口」が大きく減少（団体区分別で全国平均以上減少、

又は全団体区分合計の全国平均以上減少）する地方公共団体の地方公営企業
が行う事業

（ロ）厳しい経営環境：「企業債残高対給水収益比率（企業債残高対事業規模比率）」、
「有形固定資産減価償却率」又は「管路経年化率（管渠老朽化率）」のいずれかが
類似団体平均以上の事業

（ハ）自助努力：「料金回収率（経費回収率）」（注３）が類似団体平均以上（注４）の事業

（注１）運営権対価には、ＰＦＩ法第20条に基づく建設費等負担金を含む。以下同じ。
（注２）一括払いには、ハイブリット型の運営権対価の一回目の支払い（一括一時金と残額分割払いを

組み合わせた支払方法をいう。）を含む。以下同じ。
（注３）流域下水道事業については、「営業収益÷汚水処理費（公費負担分除く）×100」により算出。
（注４）応募申請時点では類似団体平均未満だが、応募申請後、類似団体平均以上に料金引き上げが

確約された事業を含む。この場合、上記（ロ）について企業債残高対給水収益比率
（企業債残高対事業規模比率）を適用するときは、料金引き上げ後に、類似団体平均以上であることが必要。

4.支援対象債権

○ 支援対象事業に係る公営企業債のうち、金利３％以上で財政融資
（旧資金運用部）資金（注）が引き受けているもの。
（注）地方公共団体金融機構（旧公営企業金融公庫）資金についても、同様の支援を講ずるよう

政府から要請。

○ 一括払いで受け取る運営権対価の額を、補償金免除繰上償還の上限とする。
○ 区域や施設を限定してコンセッションを導入する場合には、当該コンセッションの

事業範囲に係る債権に限定して支援。

3.支援対象期間

○ 平成30年度から平成33年度までの４年間の時限措置とし、当該期間内に
実施方針条例を制定（議会で議決）。

平成30年度から平成35年度までの間に実施された繰上償還。

（注）平成29年度において既に条例を定めている場合は、平成30年度から平成32年度までの間に
事業を開始した場合も対象。

○ 早期の案件形成促進の観点から、平成31年度までに実施方針条例を制定した
場合は対象債権の全額、平成32年度及び平成33年度に実施方針条例を制定した
場合は対象債権の２分の１を上限として、繰上償還を認める。

5.貸付の停止

○ 支援対象事業の範囲について、繰上償還を実施した年度の翌年度から３年間、
財政融資資金の新規貸付停止。

6.経営改善計画の策定

7.経営改善計画の執行状況のフォローアップ

○ 内閣府等は、計画期間中、毎年度、計画の執行状況を確認する。
○ 計画期間途中で目標未達成が見込まれる場合、内閣府等は地方公共団体に対し、

必要な指示等を行う。また、地方公共団体は運営権者に対し、状況に応じて、PFI法
第28条に基づく指示等を行う。

それでも計画が誠実に実施されていない場合、財政融資資金の貸付制限を行う
場合がある。

○ 計画最終年度に目標の未達成が確定した場合、財政融資資金の貸付制限を行う
場合がある。

8.財源

○ 財投特会の財務状況等を踏まえ、補償金免除に要する額について、地方公共団
体金融機構の管理勘定の公庫債権金利変動準備金を活用。

上下水道コンセッション推進のための補償金免除繰上償還

○ 地方公共団体は、運営権者を公募し、公募プロセスにおいて複数社から
経営改善計画の提出を求めた上で、運営権者を選定。選定した民間事業者
（運営権者）の提案を踏まえて５年間の経営改善計画を策定。キャッシュフロー
改善目標（営業損益＋減価償却費）について、コンセッション導入前の実績値より
コンセッション導入５年後の計画値が改善されている場合は内閣府等が計画承認。

平成29年12月20日
財投分科会資料
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財政融資資金等の実地監査について

資料２

平成30年６月22日

財務省理財局

資料２

２



１ 法人等実地監査
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○ 財政投融資の対象事業を行う独立行政法人等に対し、公的資金の貸し手としての

視点から、①財政投融資の対象事業にふさわしい政策的意義、②財務の健全性・償

還確実性、③資金の適正な執行などの実態について実地に確認し、必要に応じて改

善を求めている。

○ 平成２６事務年度からは、「財政投融資を巡る課題と今後の在り方について」（平成

26年6月財政投融資分科会）を踏まえ、内部統制やリスクコントロールにも焦点を当て

るとともに、 官民ファンド等の産業投資対象機関に対しては、ガバナンス機能の実態

確認に重点を置いた監査等を実施している。

【 実施状況 】

平成２９事務年度（平成２９年７月～平成３０年６月）は、以下の３機関に対して実施。

法人等実地監査の概要及び実施状況

平成２９事務年度 （参考）平成２８事務年度

・(独)国立病院機構

・(株)海外交通・都市開発事業支援機構

・食料安定供給特別会計（国営土地改良事業勘定）

・(独)地域医療機能推進機構

・(株)民間資金等活用事業推進機構

・(独)水資源機構
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① 独立行政法人 国立病院機構 （平成18事務年度、平成24事務年度に続き３回目の監査）

各機関の監査結果の概要①

検証項目 改善・検討等を求めた事項

機構の財務状況及び病院に対する本部の経営指導等

経営改善に向け
た取組

・ 28年度決算において86病院が経常赤字となり、法人としても機構発足後初めて経常赤字となって
いる。このような中、27年度に72病院、28年度に97病院が経営改善計画を作成しているが、計画未
達成の病院が多く、また、監査を実施した５病院において、その実現可能性、妥当性について、事
前・事後の検証が十分に行われていない事例等を認めた。
・ これに関し、各病院が30年度計画を策定するに当たっては、これまでの計画達成状況等を踏まえ、
その実現可能性、妥当性について、十分な検証を行うとともに、本部等による進捗管理を強化するな
ど、計画達成に向けた取組の着実な実施に努めることを求めた。
・ 更に、今後、経常赤字を恒常化させないためにも、施設整備等については緊要性等を踏まえた投
資規模とすることや、収益に見合った適正な人員管理、後発医薬品の使用促進及び調達の効率化
等への取組について検証を行い、平成31年度からの次期中期目標・計画策定において、具体的か
つ実効性のある目標・計画を定めるよう、検討を求めた。

地域医療構想
への対応

・ 地域医療構想を踏まえ、機構の各病院が安定した経営の下でその役割を担うため、機構自らが地
域医療構想調整会議での議論を時にはリードし、それを梃子にして、地域ニーズに合致した病床機
能の転換や連携強化等を進めていくことが望まれる。

業務の適正な執行 ・ 医業未収金（患者負担分）に関し、２年以上の長期にわたり督促が行われていない等の事例を認め
たことから、適正な事務が行われるよう周知徹底を図ることを求めた。
・ 機構本部の契約手続きにおいて、規程で定められた期限までに官報公示が行われなかった等の事
例を認めたことから、機構内で周知徹底して再発防止に努めることを求めた。

○ 全国で142病院（平成29年10月1日現在）を運営しており、
当該病院に係る老朽施設の建替整備等の建物整備、又
は医療機器等整備が財投対象。

事業規模
（29年度計画）

財政融資
（29年度計画）

財投残高
（28年度末）

695億円 558億円 4,379億円
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各機関の監査結果の概要②

検証項目 改善・検討等を求めた事項

モニタリング結果の
評価・検討について

・ 内部規程に基づき定期的にモニタリングを実施し個別案件ごとに評価を行っているが、当該評価

の判断基準は定性的なものに留まっているほか、評価結果等を踏まえた事業の見直しや支援撤退
の検討などの判断基準が明確になっていない。また、評価の決定プロセスについて、当該評価の結
果が変更された場合であっても変更理由等が記録されていないため、事後の検証が困難となってい
る。

機構の投資の財源として国が出資をしていることを踏まえれば、案件の政策的意義を考慮しつつ
も事後検証可能な客観性を持った判断基準や評価決定プロセスとする必要があることから、モニタ
リングに係る判断基準の明確化及びモニタリング結果の評価決定プロセスについて検討していくこと
を求めた。

ポートフォリオ管理
について

・ 機構は、事業実施期間を通じて為替リスクに晒されているが、将来の為替変動による為替リスクを
軽減するための手法等については検討されていないため、機構の投資収支評価に合わせてリスク
を把握し、当該リスクの軽減を図る仕組みについて検討することを求めた。

・ ポートフォリオについて、国別、セクター別、通貨別にその残高を管理し、投資収支の評価を行うこ
ととしているが、結果としての残高管理にとどまっていることから、機構全体のリスク量を把握し、
ポートフォリオを適時適切に見直すことが可能な仕組みについて検討していくことを求めた。

業務の適正な執行 ・ 業務委託契約について、契約締結に係る決裁完了日より前の日付を契約締結日としていることを
確認したことから、事務の適正な執行を確保する観点から、契約締結日を決裁完了日以降とするな
どの改善を求めた。

② 株式会社 海外交通・都市開発事業支援機構 （初回監査）

○我が国に蓄積された知識、技術及び経験を活用し、我が
国事業者とともに海外の交通インフラ・都市開発事業を行
う現地事業体に出資し、ハンズオン支援を行う（平成26年
10月20日設立）。

事業規模
（29年度計画）

産業投資
（29年度計画）

財投残高
（28年度末）

1,226億円 649億円 190億円

（※）政府保証488億円（29年度計画）
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③ 食料安定供給特別会計（国営土地改良事業勘定） （平成23事務年度に続き２回目の監査）

各機関の監査結果の概要③

（参考）法人等実地監査における監査フロー図

実施計画・
実施通知

事前準備
①

監 事

ヒアリング

事前準備
②

往 査
監査結果
の整理

結果通知 トップ面談 回 答

〈年間計画〉

毎年７月頃策定

・資料/情報収集

・着眼点/監査

項目の抽出

・監査報告の内容

・経営、業務に対

する問題意識

等

・事前質問

・資料徴求

・着眼点/監査

項目の確認

・ヒアリング

・内部統制の確認

・文書等の

確認/照合

等

・要改善事項の検討

・監査結果通知（案）

の作成

・機関の長

・主務省庁

・改善/対応策

の回答を受領

・改善に向けた

問題意識の

共有

・意見交換

〈個別計画〉

・日程調整

・実施通知
監事等との意見交換（監査の1年後を目途に実施）

監査結果のフォローアップ（改善／対応策の実施状況をオフサイトで確認）

財投計画への反映／事務・事業の見直し

検証項目 改善・検討等を求めた事項

事業の適正な執
行

・ 「無権原用地」（事業により設置した施設に必要な権利（区分地上権等）について、事業完了時までに設
定等の手続きが完了しなかった土地等）への対応については、地権者の相続問題等により、複数の農政
局において、平成20年度以降、処理が進んでいない。
農林水産省は、現在、無権原用地の詳細な調査やアクションプランの実施など、無権原用地の解消に向
けた取組を進めているが、こうした状況を踏まえ、取組の効果が早期に発揮されるよう、本省が各農政局
の状況等に応じた指導を徹底するなど、農林水産省全体として無権原用地の解消に向けた取組を着実に
実施していくことを求めた。

○ 土地改良法に基づく国営土地改良事業のうち都道府県
負担分について借入金により事業実施する地区で、平成
10年度以前に新規着工し、平成19年度末までに工事が完
了していない地区が財投対象。

事業規模
（29年度計画）

財政融資
（29年度計画）

財投残高
（28年度末）

285億円 25億円 472億円
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２ 地方公共団体に対する実地監査
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割合(Ｂ/Ａ) 割合(Ｃ/Ｂ)

上 水 道 事 業 1,240 33,305 136 11.0% 0 0.0%
下 水 道 事 業 2,823 85,953 205 7.3% 1 0.5%
病 院 事 業 789 22,475 67 8.5% 3 4.5%
合 計 ( ３ 事 業 ) 4,852 141,733 408 8.4% 4 1.0%

割合(B/A) 割合(C/B)

都道府県 ･政令市 67 197,396 9 13.4% 2 22.2%
市 ･ 特 別 区 794 219,941 130 16.4% 2 1.5%
町 村 927 51,401 101 10.9% 6 5.9%
一 部 事 務 組 合 656 13,437 16 2.4% 1 6.3%
合 計 2,444 482,175 256 10.5% 11 4.3%

【注１】一部事務組合とは、複数の地方公共団体がその事務の一部を共同で行うために設ける組合。
【注２】「改善報告を求めた先」の11先については、P12「貸付資金の使用状況等（適債性）の監査における指摘事例」に詳細を記載。

公営企業の
経営状況

貸付資金の
使用状況等
（適債性）

監査内容

監査内容 区 分

【注１】本表は、全公営企業8,534先の内、実地監査の対象事業かつ平成28年度末に財政融資貸付残高を有する公営企業について掲載。（総務省「地方公営企業年鑑」平成28年度決算値）
【注２】上水道事業は｢末端給水事業｣、下水道事業は｢公共下水道｣｢特定環境保全公共下水｣｢農業集落排水施設｣について監査を実施。
【注３】実地監査は、公営企業の経営悪化等の状況を踏まえ、平成20年度から公営企業の経営状況把握に重点をシフト。平成26年度から監査手法の充実を図り、事前のモニタリングで債務償還能力等に問題が
　　　あると認められた優先対象先に対して監査を実施。

企業数（A）

団体数（A）
財政融資資金残高

（億円）

財政融資資金残高
（億円）

監査実施企業数（B） 改善報告を求めた先（C）

区 分
監査実施団体数（B） 改善報告を求めた先（C）

○ 全国の財務局・財務事務所等の資金実地監査官等が、財政融資資金の貸付先である地方公共
団体を定期的に監査（地方監査）し、資金の使用状況及び事業の成果、公営企業の経営状況等
の実態を実地で確認し、必要に応じて改善を求めている。

○ 平成26年度から監査手法を見直し、損益実績だけでなく、キャッシュフローと債務残高（債務
償還能力）を分析・評価し、中長期的視点からの財務分析やアドバイス機能を充実させている。

○ 平成28年度から本省実地監査官と財務局が連携することで、地方監査の充実を図っている。

≪平成29年度 実施状況≫

地方公共団体に対する実地監査の概要及び実施状況

割合(B/A) 割合(C/B)

上 水 道 事 業 1,240 33,305 136 11.0% 0 0.0%
下 水 道 事 業 2,823 85,953 205 7.3% 1 0.5%
病 院 事 業 789 22,475 67 8.5% 3 4.5%
合 計 ( ３ 事 業 ) 4,852 141,733 408 8.4% 4 1.0%

割合(B/A) 割合(C/B)

都道府県 ･政令市 67 197,396 9 13.4% 2 22.2%
市 ･ 特 別 区 794 219,941 130 16.4% 2 1.5%
町 村 927 51,401 101 10.9% 6 5.9%
一 部 事 務 組 合 656 13,437 16 2.4% 1 6.3%
合 計 2,444 482,175 256 10.5% 11 4.3%

【注１】一部事務組合とは、複数の地方公共団体がその事務の一部を共同で行うために設ける組合。
【注２】「改善報告を求めた先」の11先については、P12「貸付資金の使用状況等（適債性）の監査における指摘事例」に詳細を記載。

公営企業の
経営状況

貸付資金の
使用状況等
（適債性）

監査内容

監査内容 区 分

【注１】本表は、全公営企業8,534先の内、実地監査の対象事業かつ平成28年度末に財政融資貸付残高を有する公営企業について掲載。（総務省「地方公営企業年鑑」平成28年度決算値）
【注２】上水道事業は｢末端給水事業｣、下水道事業は｢公共下水道｣｢特定環境保全公共下水｣｢農業集落排水施設｣について監査を実施。
【注３】実地監査は、公営企業の経営悪化等の状況を踏まえ、平成20年度から公営企業の経営状況把握に重点をシフト。平成26年度から監査手法の充実を図り、事前のモニタリングで債務償還能力等に問題が
　　　あると認められた優先対象先に対して監査を実施。

企業数（A）

団体数（A）
財政融資資金残高

（億円）

財政融資資金残高
（億円）

監査実施企業数（B） 改善報告を求めた先（C）

区 分
監査実施団体数（B） 改善報告を求めた先（C）

― 7 ―

―  ―0123456789



図１

図４

監査実施企業の経営状況等

【経費回収率等】 【上水道事業の「料金回収率」、下水道事業の「経費回収率」】

【病院事業の病床利用率と医業収支比率】 【上水道事業の「規模別」料金回収率】

図２

図３
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１．概要

病院事業における連携監査①

○ 平成28・29年度の２ヶ年度にわたり各財務局１事業を対象に、都市部と過疎地域、県立と市立、単独自治
体企業と企業団、指定管理者といった地域性や経営形態などの視点から監査先を選定。

○ 債務償還能力の分析・評価に加え、事業管理者や病院長といった経営幹部と医療圏全体の課題を踏まえた
当該病院の役割・取組などについて意見交換を実施し、課題やその解決に向けた取組について監査先と幅広
く認識を共有。

地域医療構想や新公立病院改革プランにより検討される病床機能の再編や経営形態の見直し等が、
今後の病院事業の経営に大きな影響を与える可能性があることを踏まえ、医療系の独立行政法人に対
する監査のノウハウを持つ本省実地監査官が財務局と連携し監査（連携監査）を実施。

実施の背景

具体的事例

○ 保健・医療・介護・福祉の連携・統合を進め、病院事業の下にそ
れらの機能を集約するとともに、行政当局や地域住民の理解と協力
を得ることで、地域全体で支え合う地域包括ケアシステムが機能し
ている。

○ 市町村合併により複数病院を運営することとなったが、病院間の
効果的な役割分担と病床機能の再編が進んでいない。

○ 周辺病院が再編・統合により大規模化する中で、地域密着型の中
規模病院として、近隣の大規模病院にはない診療科の運営や病床機
能の転換等により、特色ある医療の提供に努めている。

○ 地域において、地域医療構想等を踏まえた医療
機関の役割分担や連携強化、病床機能の転換等に
ついてどのような検討や取組が行われているか。

○ 各病院において、地域における自らの役割や地
域のニーズを踏まえた医療機能等の提供や検討が
行われているか。また、急性期から回復期への病
床機能の転換等を検討するにあたり、地域の医療
機関との連携や地域住民の理解は十分か。

今後の監査の視点

２．監査で把握した主な課題・取組事例と今後の監査の視点

（１）病院間の役割分担と病床機能の再編等
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具体的事例

○ 地方公営企業法の全部適用（全適）により公営企業の経営権限が拡
充されるが、単独地方公共団体の企業では、職員の採用や給与体系が
団体全体の人事に左右されるなど制度が必ずしも十分に活用されてい
ない事例が多くみられた。そうした中、同じ全適であっても複数団体の病
院事業を各団体から独立して共同で営む企業団においては、独自の給
与体系により人件費を抑制し経営改善が図られている事例がみられた。

○ 指定管理者制度を採用している病院の経営状況が良好でない場合
に、指導や助言を行う際の判断指標等について明確な基準を定めて
いないなど、病院事業当局の指定管理者に対する監督状況に課題が
あった。

病院事業における連携監査②

３．平成30年度以降の病院事業監査の充実に向けて

○ 平成30年度においては、連携監査を通じて把握した上記のような課題や取組事例、今後の監査の視点等を
取りまとめてフィードバックし、財務局等が単独で行う監査において活用するとともに、更なるアドバイス
機能の充実を図る。

○ 全適の場合、人事等において病院事業の権限が
拡充されることとなるが、病院経営にあたって、
経営管理部門がそれらの制度を効果的に活用して
いるか。

○ 病院事業当局が経営に直接関与しない指定管理
者制度を採用している場合、指定管理者に対する
管理運営状況の点検・評価体制など、ガバナンス
機能が有効に発揮されているか。

具体的事例

○ 限られた人員により業務を行っている中、概ね適正に管理・督促
されているが、以下の課題もみられた。
・ 委託業者との連携が十分でないため初期対応が遅れている。
・ 帳票類が一元管理されていないため、管理・督促が非効率。
・ 事務実態に即した未収金マニュアルの作成が必要。

○ 一部の病院では、管理・督促が手付かずの状態であるため、毎月
通院しているにもかかわらず複数年未納がある患者や、家族で未納
となっているなどの事例があった。

○ 未収金管理においては、発生させないこと、発
生した場合はなるべく早期に対応することが重要
となるが、必要な態勢がとられているか。

（２）経営形態等

（３）医業未収金（患者負担分）の管理・督促状況

今後の監査の視点

今後の監査の視点
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上水道事業の監査について
上水道事業については、人口減少に伴う水需要の減少等による料金収入の減少や、施設の老朽化が

進行しているにもかかわらず更新（設備投資）が進んでいないといった課題から、将来的に経営状況の
悪化が懸念されている。これを踏まえ以下の取組を実施。当該取組は平成30年度も引き続き実施。

１．財務局の取組：監査の重点化

債務償還能力の分析・評価に加え、以

下の点を重点的に確認。

○ 施設や管路の更新投資の見通しと、

それを踏まえた料金設定の見直し等財

源確保に係る検討状況。

○ 広域連携や官民連携等に係る検討状

況や特徴的な取組。

２．本省の取組：財務局との連携監査の実施

○ 本省においても実態を把握する観点から連携監査を実施。経営幹部との意見交換等を通じて、広域連携・
官民連携などに係る検討状況や特徴的な取組などについて重点的にヒアリング。

○ 平成29年度は広域化や包括民間委託に取り組んでいる２団体（関東及び近畿局管内）の監査を実施し、そ
の実態把握に努めるとともに、課題とその解決に向けた取組について、監査先と幅広く認識を共有。

○ 今後２年間かけて他の８財務局においても実施し、病院事業と同様、今後の監査の視点等を取りまとめて
フィードバックする予定。

課題 対応等

○ 更新投資の増大が見込まれる

一方、単年度に確保できる財源

や事業規模に限りがある。

○ 人口減少に伴う水需要の減少

等により料金収入が減少する一

方、更新投資の増加に伴う減価

償却費の増加等により、損益が

悪化傾向。

○ 適切なアセットマネジメントにより事

業規模を平準化するとともに、施設等の

統廃合等により更新投資費用を削減し、

将来の維持管理費用も軽減。

○ 更新投資費用等を踏まえた料金改定の

実施。

○ 上記の取組を効果的に実施するため、

設備投資や業務運営について、広域連携

や官民連携等の活用を検討。

○ 平成29年度より上水道事業の全監査件数に占める割合を引き上げ、監査の充実を図った。
・ 平成28年度：監査実施企業全414企業中66企業、15.9％ ⇒ 平成29年度：同408企業中136企業、33.3％

主な着眼点 主な監査結果
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（事例１）対象外事業費である備品類の混入による借入超過

○ 過疎対策事業として実施した乳児保育所建設事業について、起債

対象外事業費である備品類が混入していたため、借入限度額を超過

していた事例。

※ 起債の対象となる備品は、原則として一品当たりの取得価格が

20万円以上であって、かつ耐用年数が５年以上のもの。

（地方債同意等基準運用要綱）

【措置別】

【事由別】

事業費の過大計上

対象外事業費の混入

４団体

４団体

１団体

１団体

１団体

５団体

繰上償還文書注意

５団体

１団体

事後承認

貸付資金の使用状況等（適債性）の監査における指摘事例

控除財源の過少計上

内部検証体制の不備

使用管理が不適切

（事例２）事業費の過大計上による借入超過

○ 港湾整備事業について、事業計画の変更により事業費が減少して

いたにもかかわらず、減少前の事業費のまま借入申込みを行ったた

め、借入限度額を超過していた事例。

（事例３）控除財源（交付金）の過小計上による借入超過

○ 緊急防災・減災事業として実施した中学校校舎の耐震化事業につ

いて、借入申込書に記載のあった交付金額が、実際の交付金額より

も過少に計上されていたため、借入限度額を超過していた事例。

※ 上記のような不適切な借入については、文書注意や繰上償還等の措置を講じている。

≪平成29年度の改善報告を求めた11先の内訳≫
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３ 参考資料
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平成２８事務年度の法人等実地監査結果のフォローアップ

指摘事項 対応状況

【規程類の整備状況】

・ マニュアルなど会社運営に関する詳細事項等を定め
た「要領等」については、機構が定めた「規程類管理規
程」の規定により、「規程類管理要領」を定めて指定す
ることとしているが、「規程類管理要領」が定められてい
ない。

これに関し、「規程類管理要領」を定めて指定を行う
こと。

・ 規程類管理規程に基づく「規程類管理要領」を新たに
制定するとともに、全職員による社内共有を図っている。

【業務の適正な執行状況】

・ 秘密保持契約の締結に関し、契約締結に係る稟議書
の決裁日前に契約を締結している案件を確認した。

これに関し、契約締結日については、契約締結に係
る稟議書の決裁日以降とすべきであり、また、秘密保
持契約などにおいて効力発生日を遡及させる特段の事
情がある場合には、契約書に遡及条項を置くなど、適
正な事務運営の確保に努めること。

・ 契約締結に係る適正な事務運営を確保することを徹
底するよう、社長より全職員に対して指示を行った。

また、全職員向けの研修等の機会を通じて継続的に
注意喚起している。

株式会社 民間資金等活用事業推進機構
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平成２８事務年度の法人等実地監査結果のフォローアップ②

指摘事項 対応状況

【長期収支の見通し】

・ 長期収支見通しを単一の前提条件の下で作成してお
り、金利変動をはじめ収支に影響を与える要因を考慮
していない。

これに関し、長期収支見通しの作成にあたっては、収
支に影響する変動要因を考慮した複数の前提条件の
下でその妥当性について検証を行うこと。

・ 長期収支見通しの作成に当たっては、金利変動をは
じめとした収支に影響する変動要因を考慮した複数の
前提条件の下でその妥当性を定期的に検証することと
した。また、平成３０年度から始まる第４期中期目標期
間における積立金の取崩について、当該検証結果を踏
まえた検討を行った。

【業務の適正な執行状況】

・ 土地等売買契約の締結に関し、契約締結に係る決裁
文書の決裁日前に契約書を手交している案件を確認し
た。

これに関し、契約事務については、内部規程に基づ
いた適正な事務手続きを機構内で周知徹底するほか、
必要に応じて規程を見直すなどにより、再発防止に努
めること。

・ 適正な事務手続きについて、各事務所長等あてに「用
地補償業務に係る契約決議等の適正な執行について」
と題した文書により通知するとともに、その後に開催さ
れた支社支局長等会議及び経理事務担当課長会議等
において、機構内での周知徹底を図ったほか、以降も、
各種会議等において継続的に周知を図っている。

また、契約事務について、９事業所において本社によ
る書面調査を実施した。

独立行政法人 水資源機構
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１．病棟等の建替え（病院）

連携監査（病院・上水道）で把握したその他の課題や取組事例

○ 資材高騰等により建替事業費が当初計画から増大
する傾向にある中、医業収益確保策の実効性等、収
支計画の妥当性についての検証が重要となる。

○ 特に都市部における現地建替えでは、病棟の一時
閉鎖や駐車場の減少等が避けられない場合もあり、
医業収益が減少するリスクが大きくなる。

○ 新病院移転前後における入院患者抑制や医療機器
の更新等について、医業収益への影響も踏まえ、経
営管理部門と医療現場との十分な連携の下で検討す
る必要がある。

○ 医師の確保は、ほぼ全ての監査先において課題と
なっている。そのため、医局との関係構築や魅力あ
る医療現場の実現に努めている。

○ 一方、常勤医師不足への対応として、非常勤医師
の確保を図っているが、単価として割高であるほか、
勤務日数が限られることや入院患者を受け持てない
ことなど、医療提供面の課題を有している。

○ ICUやHCUを設置したものの、必要な看護師を確保
できず、施設が有効活用されていない。

○ 広域化により、各団体単独の場合よりも安定した
経営基盤を確立するとともに、各団体の行政区域に
縛られずに施設等の再編が可能となることで、老朽
化した施設等の更新や余剰施設の解消といった課題
を効率的に解決していくことを図っている。

○ 一方で料金統一を実施するにあたり、各構成団体
や利用者との合意形成に向けた丁寧な調整・説明等
が重要となっている。

○ 更新投資の拡大を図る一方、職員数も削減するこ
とから、工事発注等業務の効率化が課題となってお
り、官民連携の活用が検討されている。

○ 経営管理部門の事務職員の多くが地方公共団体本
体の人事異動サイクルに組み込まれ短期間で異動す
るため、病院経営に精通した職員の確保が課題と
なっている事例が多い。

○ 病院長との意見交換においても経営管理部門の充
実が課題であるとの声が多くあった。

○ 病院経営に精通した職員を確保し経営分析を充実
することで、収益確保や費用削減による経営改善に
繋げていた事例があった。

４．広域化（上水道）３．医師等の確保（病院）

２．経営管理（病院）
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スポット監査について

平成30年６月22日

財 務 省 理 財 局

資料３



○ スポット監査は、従来の実地監査に加え、時々の重要テーマや政策効果の検証にポイント
を絞り、PDCAサイクルの一環として実施。（「財政投融資の透明性の向上について－実施
プラン－」（平成22年4月）に基づき導入。）

１．概要

○ 平成29事務年度においては、
（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）が資産買収出資事業として実施した
投資案件の一部において、事業の遅れ等による評価損が発生していることを踏まえ、投資回
収の実現及び収益性の確保に向けて、同機構の投資案件に対するモニタリング・リスク管理
に関する取組状況について監査を実施。

探鉱・探査出融資、資産買収・開発資金出資
（天然ガス、金属鉱物、石炭、地熱）

開発債務保証
（金属鉱物、石炭、地熱）

ＪＯＧＭＥＣ
プロジェクト
会社

産業投資 債務保証

国

⺠間企業

⺠間⾦融機関

融資

開発事業

出融資残高（29年度末）：1,292億円 保証基金残高（29年度末）：514億円

ＪＯＧＭＥＣ

プロジェクト
会社

産業投資 出融資

国

⺠間企業
出資

探鉱・探査事業
資産買収・開発事業

国庫納付 配当
利息⽀払・償還

配当

出資

配当

保証料⽀払
国庫納付

JOGMECの業務概要（産業投資対象）
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〇 JOGMECのモニタリング・リスク管理に関する取組において、以下の3つの着眼点でスポット監査を
実施。

事業部門において、投資案件の管理の一環として、十分な頻度で投資先に対して事業の進捗状況等に関する報告を

徴求しているか。

着眼点 1

事業部門において、投資先が策定する年間事業計画について、リスク評価や投資の収益性評価を十分に行った上
で、審査・承認しているか。

着眼点 2

＜監査結果＞
事業部門では、多くの投資案件について、事業の進捗状況を定期的に把握する目的で、投資先に対して月次で資

金計画や事業報告書を徴求していたが、一部の投資案件においては、資金計画や事業報告書の徴求頻度が四半期と
なっていた。

＜監査結果＞
投資先が策定した翌年度の年間事業計画については、事業部門においてリスク評価と投資の収益性評価を実施し

た上で審査・承認していたが、事業年度の途中で年間事業計画の変更を審査する場合においては、投資の収益性に
ついて、必要経費の増加等による影響が見込まれているにもかかわらず、変更内容を踏まえた再評価をせずに計画
変更を承認した事例があった。

事業部門が案件評価やリスク評価・投資の収益性評価の結果を踏まえた対策を講じ、適切に実施していることを、
管理部門において確認しているか。

着眼点 3

＜監査結果＞
管理部門では、案件評価やリスク評価・投資の収益性評価において、事業部門に想定されるリスクとその対応方

針を文書で報告させる等を実施していたが、事業部門の当該対応方針の実施状況については、文書での報告を求め
ていなかった。

２．監査の着眼点及び監査結果
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1. 投資回収の実現及び収益性の確保に向けて、事業部門におけるモニタリング・リ

スク管理を強化する観点から、以下の措置を実施すること：

① 事業部門が投資先に対して月次で事業の進捗状況に関する報告を徴求するよう、

必要な内部規程を整備すること。【着眼点1に対応】

② 事業計画の変更を承認する際には、原則として投資の収益性評価に関する審査

を実施することとし、収益性への影響を確認した上で承認するよう内部規程を

改正すること。【着眼点2に対応】

2. 組織全体としてのモニタリング・リスク管理を強化する観点から、内部規程を改

正し、管理部門が実施する四半期ごとの案件評価及び年1回のリスク評価・投資の

収益性評価の際に、リスクへの対応方針の実施状況について、事業部門に文書で報

告を求め、役員報告事項とすること。【着眼点3に対応】

３．指摘事項
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管

理

部

門

四半期
評価

年次
評価

役員
報告

案件評価

想定されるリスクと
その対応方針を報告

事業部門の
投資案件の管理に反映

投

資

先

事

業

部

門

投資先からの報告により
投資案件を管理

事業の進捗状況等
を報告

翌年度の年間事業計画の
策定・提出

着眼点 1 関連

提出された年間事業計画の
承認にあたって
・リスク評価
・投資の収益性評価
を行い審査

[着眼点1]
十分な頻度で報告を徴求してい
るか。

[監査結果]
一部四半期のものがあった。

[指摘]
月次での報告を徴求すること。

[着眼点2]
リスク評価や投資の収益性評
価を十分に行った上で承認し
ているか。

[監査結果]
計画変更時に投資の収益性評
価を省略し承認しているもの
があった。

[指摘]
計画変更承認時に投資の収益
性評価を義務付けること。

（参考）

承
認

J
O
G
M
E
C

[着眼点3]
リスク評価・投資の収益性評価
を踏まえた対応の実施状況を確
認しているか。

[監査結果]
事業部門の実施状況について文
書での報告を求めていなかっ
た。

[指摘]
対応方針の実施状況を文書報告
事項に指定すること。

・想定されるリスクと
その対応方針

・事業実績を報告

事業部門の投資案件の管理や
翌年度の年間事業計画の審査
に反映

・リスク評価
・投資の収益性評価 役員

報告

着眼点 3 関連

着眼点 2 関連
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資料４ 

産業投資の管理運営についての

検討の進め方（案）

平成 30 年６月 22 日 

財 務 省 理 財 局 

４



1 

 

産業投資の管理運営についての検討の進め方（案） 

 
 
１．検討のスケジュール 
 

 ３０年末まで 31 年度編成中に検討する事項についての対応 
 

 ３１年６月末まで 検討項目についてとりまとめ 
 
２．検討の基本的考え方 
 

産業投資は、産業の開発及び貿易の振興のために、株式配当金、株式売却収

入、財投機関からの国庫納付金などを再投資に回し、直接的な租税負担を極力伴

わずに資金供給を行っていく仕組みである。また、長期的に耐えることができる

資金であるという特徴等を活かして民間金融市場を補完することとしている。 
 

こうした中、近年、出資等が投資の原資として行われる割合が増加している

ことから、それに対応したストックにも重点を置いた管理運営手法を検討する。 

 

３．検討項目（案） 
 

（１）産業投資の経緯・原資の性格等 

・ 産業投資の歴史的経緯を踏まえつつ、原資の性格や使途（①投資の原資、

②融資等のリスクバッファ等）について整理。 

 

（２）投資の原資としての出資の管理運営（官民ファンド・政策金融機関等の投資資金） 

① 基本的な考え方 

・ 我が国のリスクマネー供給において産業投資が果たすべき役割、目指すべき

方向性について、重点的に取り組むものを整理しつつ検討すべきではないか。

その上で、産業投資としての「成功」の意味を投資の性格毎に明確化し、そ

れに応じたガバナンスのあり方を検討すべきではないか。 
 

・ また、官民ファンドについては、官からの出資は時限的であることを踏ま

え、民間ファンドの発展に資する観点も必要。このため、収益性と政策目

的のバランス等を機関毎に検討すべきではないか。 
 

・ 投資業務に携わる人材の育成やネットワークの観点は、民間のリスクマネ

ー供給のエコシステムを形成するために重要ではないか。 
 

・ 投資資金としての性質上、意思決定の機動性・裁量的自由度を一定程度確

保すると同時に、損益の責任の所在を明確化したガバナンスについて検討

すべきではないか（具体的には下記②③で検討）。その際、出資金の資本コ

ストについても考慮すべきではないか。 
 

・ また、投資の所要額と財源としての投資収益等が一致しない場合があるこ

とから、産業投資の予算・執行管理についても検討すべきではないか。 
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2 

② 出資時点での条件について 

・ 収益の責任を明確化する観点から、産業投資の出資時に機関との間で、損益

分配、投資の EXIT 方針等の条件を設定することを検討すべきではないか。 
 

・ 官民ファンドの役職員の報酬について、リスクマネー供給という業務の性

格を踏まえ、インセンティブと責任が組み込まれたガバナンスについて検

討することを求められないか。 
 

③ 出資後の管理について 

・ 産投出資に関し財投機関に対して行うガバナンスについて、主務省の関与

の位置付けや機関内部のモニタリング体制の整備を求めることを含め検討

すべきではないか。 
 

④ その他の課題 

・ 官民ファンドの収益性等については、会計検査院からの報告や官民ファンド

の活用推進に関する関係閣僚会議幹事会での検証が行われているところ。こ

うした状況を踏まえ、各機関及び主務省が連携・統合等を含めた効率化等に

向け、適切に対応しているかフォローアップすべきではないか。 
  

（３）その他の出資の管理運営（政策金融機関（投資資金を除く）、独立行政法人） 

① 政策金融機関 

・ 政策金融機関のリスクバッファ等となっている産投出資について、当該業

務の状況を定期的にレビューし、既往出資の扱いを適切に管理する枠組み

を検討すべきではないか。 
 

② 独立行政法人 

・ 独法については、3～5 年の中期目標期間中における既往出資の管理のあり

方を検討すべきではないか。その際、独法（中期目標管理法人及び国立研

究開発法人）は中（長）期的な視点に立って執行することが求められてい

ることと、既往出資の保全のためには適時に適切な対応を行う必要がある

こととの双方の視点に留意しつつ、検討する必要があるのではないか。 
 

４．論点のうち 31 年度編成中に検討する事項 
 

ア 既往出資についてのレビューを実施し、31 年度計画にできる限り反映す

ることとしてはどうか。 
 

イ 31 年度において、新たな枠組みでの出資の要求がある場合には、上記論

点の産業投資の出資時に機関との間で条件を設定する等の考え方をでき

る限り反映することとしてはどうか。 
 

ウ 官民ファンドについて、各機関及び主務省が連携・統合等を含めた効率化等

に向け、適切に対応しているかフォローアップすることとしてはどうか。 
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